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公益財団法人かがわ産業支援財団競争的資金等取扱要領 
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、公益財団法人かがわ産業支援財団科学研究費補助金等競争的資金取扱要綱

（ 以下「財団要綱」という。）第１１条第３項の規定に基づき、地域共同研究部における競争

的資金（財団要綱第２条に定めるものをいう。以下同じ。）に係る経理管理等に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

（研究者の意識向上） 

第２条 競争的資金の交付者から資金の交付を受けて当該交付の対象となる事業（研究）（以下

「事業」という。）を実施する研究代表者又は研究分担者（以下「研究者」という。）は、研究

者個人の発意で提案され採択された研究課題であっても、競争的資金は公的資金であり、機関管

理が必要であるという原則とその精神を認識するものとする。 

 

（用語の意義） 

第３条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 研究部所 地域共同研究部をいう。 

(2) 直接経費 競争的資金のうち、事業の遂行に必要な経費（研究成果の取りまとめに必

要な経費を含む。）として、研究者に交付されるもので、研究者が所属する研究機関に

より管理することとされている経費をいう。 

(3) 間接経費 競争的資金のうち、事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費とし

て、研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するものとして、研究

者に交付されるもので、研究者が所属する研究機関に譲渡することとされている経費を

いう。 

(4) 経費管理責任者 事務局長をあてる。 

(5) 経理担当者 事務局長が指名した者をあて、経理事務を担当する。 

(6) 出納員 事務局長が指名した者をあて、現金及び物品の出納事務を担当する。 

 

（競争的資金の受入れ及び管理等） 

第４条 競争的資金は、理事長が受け入れるものとし、「公益財団法人かがわ産業支援財団理

事長氏名」名義の無利息の口座（以下「口座名義」という。）を設け、当該口座に係る「受取名

義」を「公益財団法人かがわ産業支援財団理事長」の職名で設定する。 

２ 競争的資金のうち、直接経費は、その交付を受ける研究者に代わって当該研究者が所属する研

究部所が管理するものとし、地域共同研究部長（以下「部長」という。）が所掌する。 

３ 直接経費は、理事長名義の無利息の預貯金口座（以下「管理口座」という。）を設けて管理す

るものとし、管理口座の登録印は、理事長印としなければならない。この場合において、複数の

事業があるときは、口座名義に当該事業名を冠した複数の管理口座を設けて管理するものとす

る。 

４ 競争的資金のうち、間接経費については、研究者は財団に譲渡するものとする。 

５ 競争的資金の交付内示を受けた研究者は、その交付請求を行う前に、直接経費にあっては、競
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争的資金（直接経費）経理委任申込書（様式第１号）を理事長に提出するものとし、間接経費に

あっては、競争的資金（間接経費）譲渡申込書（様式第２号）を理事長に提出するものとする。 

６ 理事長は、競争的資金を受け入れたときは、研究者及び部長に対し、競争的資金受入通知書

（様式第３号）により通知する。この場合において、異なる研究機関（財団以外の研究機関、以

下同じ。） に研究分担者が所属している場合には、当該研究機関の長に対し、競争的資金等受

入及び送金予定通知書（様式第４号）により通知するとともに、速やかに当該研究機関の長に当

該研究分担者分の分担金を送金するものとする。 

７ 第１項から第５号まで及び前項前段の規定による研究者及び部長に対する受入通知及び送金の規

定は、異なる研究機関から競争的資金を受け入れる場合に準用する。 

８ 競争的資金が直接理事長に送金されるときは、第１項及び第６項の規定にかかわらず、競争的

資金の受入れ及び研究者に対する通知並びに異なる研究機関の長に対する受入通知及び送金は、

当該競争的資金を受領した理事長が行うものとする。 

９ 競争的資金の経理及び出納事務は、この要領に定めるもののほか、特に定めるものを除き、公

益財団法人かがわ産業支援財団財務規程及び財務等取扱要領（以後、「財務規程及び財務等取扱

要領」という。）に基づいて執行するとともに、関係法令並びに文部科学省、厚生労働省及び独

立行政法人日本学術振興会が定める補助金に関する各種規定を遵守しなければならない。 

 

（直接経費の使用） 

第５条 研究者は、直接経費を使用しようとするときは、あらかじめ物品購入（修繕） 伺、出張伺

その他の執行伺（以下「執行等伺」という。）を作成し、部長の決裁を受けなければならない。 

２ 事務局長は、直接経費を支出するときは、契約等の履行の完了その他必要事項を確認のうえ、

競争的資金（直接経費）支出伺（様式第５号）により支出の決定をし、管理口座開設時に登録し

た事務局長印を押印した出金書類を添付して出納員に送付しなければならない。 

３ 出納員は、前項による送付がなければ、直接経費を支出することができない。この場合におい

て、事務局長の送付を受けた場合においても、当該支出が法令に違反していないこと及び当該支

出に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、直接経費を支出することができな

い。 

４ 出納員は、支払のため管理口座から直接経費を出金するときは、第２項に規定する出金書類に

より所要の出金手続きをしなければならない。この場合において、支払は口座振替の方法によら

なければならない。 

５ 事務局長は、研究課題ごとに収支簿を備え、直接経費の費目ごとにその内容を明記して収支を

明らかにしておかなければならない。 

 

（資金前渡） 

第６条 研究員は、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費について

は、その資金の前渡を受けることができる。 

２ 研究員は資金前渡請求書（財務等取扱要領 様式第1号）を理事長あてに提出する。 

３ 前渡する資金の額は、１月以内の期間における所要の金額とする。 

４ 資金前渡を受けた研究者（以下「資金前渡担任者」という。）は、前渡された資金（以下「前渡資

金」という。）を当該資金前渡担任者名で無利息の預貯金口座に預金する等最も確実な方法で保管
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しなければならない。 

５ 資金前渡担任者は、前渡資金に係る支払用務終了後５日以内に精算をしなければならない。 

６ 資金前渡担任者は、前項の精算をするときは、資金前渡精算書（財務等取扱要領 様式第２号）

に証拠書類を添えて理事長に提出してしなければならない。 

７ 事務局長は、資金前渡担任者に資金前渡をしたとき、及び精算をしたときは、資金前渡整理簿に

記帳しなければならない。 

 

（概算払） 

第７条 次の各号に掲げる経費は、概算払をすることができる。 

(1) 旅費 

(2) 官公署に対して支払う経費 

２ 概算払の限度額は、必要最小限度の額とする。 

 

（概算払の精算） 

第８条 概算払を受けた者は、その金額確定後直ちに精算書を作成して理事長に提出しなければならな

い。 

２ 事務局長は、前項の規定による精算書の提出があったときは、その内容を検査するとともに、 概

算払精算書（様式第７号）を作成し、当該競争的資金（直接経費）支出伺（様式第５号）の関

係書類を添えて直ちにこれらを出納員に送付しなければならない。ただし、精算と同時に最終の

支払を行う場合は、競争的資金（直接経費）支出伺（様式第５号）をもつて概算払精算書に代

えることができる。 

３ 出納員は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、その内容を審査して事務局長に返送しな

ければならない。 

 

（概算払整理簿の記帳） 

第９条 事務局長は、概算払をしたとき、及び概算払の精算をしたときは、概算払整理簿に記帳しなけ

ればならない。ただし、旅費については、この限りでない。 

 

（前金払） 

第10条 次の各号に掲げる経費は、前金払をすることができる。 

(1) 官公署に対して支払う経費 

(2) 定期刊行物の代価 

(3) 運賃 

２ 前金払の限度額は、必要最小限度の額とする。 

 

（誤払金等の戻入手続） 

第 11 条 事務局長は、支出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場

合の精算残金を返納させるときは、これを当該支出した直接経費に戻入しなければならない。この

場合において、誤払金等の戻入をするときは、戻入決議書兼通知書（様式第８号）により 戻入の

決定をしなければならない。 
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２ 事務局長は、前項の規定による戻入の決定をしたときは、戻入決議書兼通知書を出納員に送付しな

ければならない。 

３ 事務局長は、第１項の規定による戻入の決定をしたときは、出納員の審査を経た後、誤払金等請求

書（様式第９号）を納入義務者に送付して納入の通知をしなければならない。 

 

（契約） 

第12条 理事長は、直接経費の使用にかかる契約をしようとするときは、財務規程及び財務

等取扱要領を準用しなければならない。 

２ 前項で準用する検査は、事務局長又は部長と、事務局長が当該直接経費にかかわっていない当

該研究部所の職員の中からあらかじめ指名した職員の２名で行わなければならない。 

 

（物品購入又は修繕） 

第13条 研究者は、物品を購入又は修繕をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を内容とす

る物品購入（修繕）伺を作成し、第５条第１項に規定する決裁を受けるものとする。 

(1) 物品の品名、品質規格又は仕様、単価及び数量 

(2) 予定価格 

(3) 指名業者名 

(4) 購入又は修繕の理由 

(5) 契約の方法 

(6) その他必要な事項 

２ 研究者は、性質又は目的により指名業者が特定される物品の購入又は修繕をしようとするとき

は、その理由を明らかにした書面を物品購入（修繕）伺に添付しなければならない。 

３ 経理担当者は、第１項による決裁完了後、速やかに物品の購入又は修繕の契約事務を開

始するものとする。 

４ 経理担当者は、前条第２項による検査完了後、契約の相手方から理事長宛の請求書を徴し、速

やかに競争的資金（直接経費）支出伺（様式第５号）を作成のうえ、事務局長の決裁を受けるも

のとする。 

（物品の受入れ、管理、使用、帳簿の記帳等） 

第14条 物品の受入れ、管理、使用、帳簿の記帳及び帳簿の記録価格については、財務規程及び財

務等取扱要領を準用する。この場合において、物品管理者とあるのは事務局長と、物品出納者と

あるのは出納員と読み替えるものとする。 

 

（物品の寄附） 

第15条 研究者は、直接経費により購入した取得価格が１０万円以上の備品、図書を、購入後直ちに

財団に寄附するものとし、事務局長に当該寄附を申し込まなければならない。 

 

（旅費） 

第16条 直接経費による旅行は、公益財団法人かがわ産業支援財団旅費規程に基づき旅行命令権者

が発する旅行命令により行うものする。この場合において、研究者は、旅行する場合には、事前

に出張伺により事務局長の決裁を受けるものとし、当該出張伺には、直接経費による旅行である

ことを明示しておかなければならない。 
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２ 研究者は、旅行完了後３日以内に文書により事務局長に復命しなければならない。 

３ 旅費の支給に関し必要な事項は、特に定めのある場合を除き、旅費規程 を準用する。 

 

（補助員等の雇用） 

第17条 研究者は、補助員等を雇用する場合は、競争的資金（直接経費）による雇用伺（ 様式第10

号）により事務局長の決裁を受けるものとする。 

２ 事務局長は、出勤簿（様式第11号）により、雇用管理及び実態把握を行うものとする。 

３ 補助員等の給与の支給等に関し必要な事項は、特に定めのある場合を除き、かがわ産業支援財

団臨時職員就業要領を準用する。 

 

（研究者の異動等に伴う取扱い） 

第18条 第４条第４項により譲渡を受けた間接経費は、これを研究者に返還しない。ただし、研究

者の異動等により既納の間接経費の全部又は一部を交付者に返還しなければならないときはこの

限りでない。 

２ 研究者が香川県以外の研究機関に所属することとなる場合については、直接経費の残額の30％

に相当する額の間接経費を当該研究者に返還するものとする。ただし、間接経費の譲渡を受け入

れないこととしている研究機関へ異動する場合についてはこの限りでない。 

 

（研修会等の開催） 

第19条 事務局長は、競争的資金の不正使用の防止及び経理事務の適正な執行を徹底するた

め、研究者その他の職員を対象として、研修会等を開催するものとする。 

 

（その他） 

第20条 受入口座の預貯金通帳は事務局長が、その登録印章は研究管理を担当する部長が、管理口座

の預貯金通帳は事務局長が、その登録印章は経理担当者が、それぞれ保管するものとし、金庫又

は施錠ができる引出し等に別々に保管しなければならない。 

２ キャッシュカードは、これを作成してはならない。 

３ 経費管理責任者は、毎月末に帳簿、預貯金通帳及び収入支出に係る証拠書類を点検し、預貯金残

高と照合しなければならない。 

４ この要領に定めるもののほか、競争的資金の執行に必要な事項は理事長が定める。 

 

 

 

 附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
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様式第１ 号（ 第４ 条関係） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

競争的資金等（直接経費）経理委任申込書 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

 

公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長 様 

 

 

 

研究代表（ 分担） 者 

所 属 

職氏名 ㊞ 

 

 

 

私は、下記に係る令和 年度競争的資金（ 直接経費）の管理及び経理を委

任します。 

 

                     記 

 

 

１ 研 究 種 目 名 ： 

２ 課 題 番 号 ： 

３ 競争的資金 （ 直接経費） 額：￥ － 
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様式第２ 号（ 第４ 条関係） 
 

 

 

 

 

 

競争的資金（ 間接経費） 譲渡申込書 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

 

公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長 様 

 

 

 

研究代表（ 分担） 者 

所 属 

職氏名 ㊞ 

 

 

 

私は、下記に係る令和 年度競争的資金（ 間接経費）を譲渡します。 

 

 

                    記 

 

 

１ 研 究 種 目 名 ： 

２ 課 題 番 号 ： 

３ 競争的資金 （ 間接経費） 額： ￥ － 



8 

様式第３ 号（ 第４ 条関係） 
 

 

印 

 

 

 

 

 

競争的資金受入通知書 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

 

研究代表（ 分担） 者名 様

地域共同研究部長 名 様 

 

 

 

公益財団法人かがわ産業支援財団 

事務局長 

 

 

 

 

令和 年度競争的資金を下記のとおり受入れたので通知します。 

記 

 

 

  １．研究種目名： 

  ２．課題番号： 

３．競争的新の額：￥ 

［ 内訳］直接経費：￥ 

間接経費：￥ 

４．受入年月日： 令和 年  月  日 
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様式第４ 号（ 第４ 条関係） 
 

 

印 

 

 

 

 

          競争的資金補助金等受入及び送金予定通知書 
 

令和 年 月 日 

 

 

研究機関の長 様 

 

公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長 

 

 

令和     年 度 競争的資金補助金等 を 受 入れ た の で 、 貴 機 関 に所 属 す る 研 

究 分 担 者 に 対 し 、 次 の と お り 送 金 を 行 う 予 定 で あ りま す の で 通 

知 し ま す 。 

ついては、 別 紙 １ の 受 領 委 任 状 兼 振 込 依 頼 書 を 提 出 い た だ くと と も 

に 、 受 領 後 は 、 別 紙 ２ の 受 領 書 を 提 出 し て く だ さ い 。 

 

記  

（ 単位： 円） 

 

研究種目名  

課題番号  

研究代表者・所属・職・氏名  

 

研究分担者名 費目 直接経費 間接経費 計 

所 属： 

職 名： 

氏 名： 

物品費    

旅 費    

謝金等    

その他    

計    

所 属： 

職 名： 

氏 名： 

物品費    

旅 費    

謝金等    

その他    

  計    

合   計    
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別 紙１ 
 

 

 

受領委任状兼銀行振込依頼書 

 

 

令和 年 月 日 

 

公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長 様 

 

研究分担者  

所属機関名 

職 名 

氏 名 ㊞ 

 

経理担当 

所 属 

職・氏名

電 話 

Ｅ-ｍａｌ 

 

 

令和      年度競争的資金補助金等にかかる分担金の受領を、以下に委任します。 

ついては、上記分担金を、次の金融機関口座に振込をお願いします。 

 

 研究種目：  

研究 代表者：（公財）かがわ産業支援財団 

  （職  名）  （氏  名）  

研 究 機 関 名： 

受領委任者職・氏名： 

                     

                    記 

 

金 融 機 関 名  

本 ・ 支 店 名  

預 貯 金 種 別 普 通 ・ 当 座 

フ リ ガ ナ 

口 座 名 義 
 

口 座 番 号  
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別 紙２ 
 

 

 

 

受 領 書 

 

 

 

 

金 円也 

 

 

 

 

 

令和      年度競争的資金補助金（ 研究種目： ・研究 

代表者：（ 公財）かがわ産業支援財団 （ 研究部所名）  （職  名）  （氏  名） に

かかる分担金として上記の金額を受領しました。 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

 

公益財団法人かがわ産業支援財団 

理事長 様 

 

 

 

研 究 機 関 名 

受領委任者職・氏名 印 

 

研究分担者 

所 属 

職  名 

氏  名 
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様式第５ 号（ 第５ 条関係） 
 

 

 

 

競争的資金（直接経費）支出伺 整理番号  

次により支出してよろしいか。  

令和 年 月 日 令和  年 月  日 

部長  
経理 

担当者 
 

研究者 

確認 
  

確

認 

出納員  

        

研究代表（分担）者名 
 

研 究 種 目 名 
 

課 題 番 号 
 

費    目 

□物品費（□消耗品    □備品）  

□旅費  

□人件費・謝金（              ） 

□その他（                  ） 

経 費 の 内 容 
 

支 出 金 額 ￥           － 

交 付 額 支 出 済 額 差 引 残 額 

引 
￥ － ￥ 

－ 

￥ 

－ 

支 出 区 分 支 払 方 法 支 払 予 定 日 

払 
□確定払 □資金前渡  □
概算払 □前金払 口 座 振 替 令和 年 月 日 

 

債 権 者 

住 所 
 

氏 名 
 

 

支 払 先 

銀行       支店 

預金種別  
 

口座番号  
 

摘要  

 支払年月日 確認印 

 

令和 年 月 日 
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様式第６ 号（ 第６ 条関係） 
 

 

 

 

前 渡 資 金 精 算 書 整理番号  

 

令和 年 月 日 令和 年 月 日 

 事務局長 部 長 
経理 

担当者 
研究者 

  

確

認 

出納員  

      

  

研究代表(分担)者名 
 

研 究 種 目 名 
 

課 題 番 号 
 

費 目 

□物品費（□消耗品  □備品）  

□旅費  

□ 人件費・謝 金（                   ） 

□その他（ ） 

経 費 の 内 容 
 

資 金 受 領 額 ￥ － 資  金  受  領 日 令和 年 月 日 

支 払 済 額 ￥ － 精 算 日 令和 年 月 日 

差 引 額 ￥ － 
支  出  伺
整 理  番 号 令和 年 月 日 

 

令和 年 月 日 

別添のとおり、関係書類を添えて精算します。 

事務局長名 様 

資金前渡担任者 （所 属）  

（職氏名） ㊞ 

摘要  

 戻入年月日 確認印 

 

令和 年 月 日 
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様式第７ 号（ 第８ 条関係） 
 

 

 

 

概 算 払 精 算 書 整理番号  

 

令和 年 月 日 令和 年 月 日 

 
事務 

局長 
部長 

経理 

担当者 

研究者 

確認 
  

確

認 

出納員   

        

研究代表(分担)者名 
 

研 究 種 目 名 
 

課 題 番 号 
 

費 目 □物品費（□消耗品   □備品）  

□旅費  

□人件費・謝金（ ） 

□その他（ ） 

経 費 の 内 容 
 

概 算 払 額 ￥ － 支 払 日 令和 年 月 日 

精 算 額 ￥ － 精 算 日 令和 年 月 日 

差 引 額 ￥ － 
支 出 伺 
整理番号 

令和 年 月 日 

 

債 権 者 

住 所 
 

氏 名 
 

 

 

 

関係書類は、別添のとおり。  

摘要  

 戻入年月日 確認印 

 

令和 年 月 日 
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様式第８ 号（ 第 11 条関係）  
 

 

 

 

戻入決議書兼通知書 整理番号  

戻入の決定及び返納額の通知をする。  

令和 年 月 日 令和  年 月  日 

事務局長 部 長 
経理 

担当者 
 

研究者 

確認 
  

確

認 

出納員  

        

研究代表（ 分担） 者名 
 

研 究 種 目 名 
 

課 題 番 号 
 

費             目 

□物品費（□消耗品□備品） 

□旅費 

□人件費・謝金（             ） 

□その他（                ） 

経 費 の 内 容 
 

返 納 額 ￥            － 

交 付 額 支 出 済 額 差 引 残 額 

￥ － ￥           － 

－ 

￥        － 

支 出 区 分 請 求 書 発 行 予 定  日  納入期限 

入 
□確定払 □ 資金前渡 

□概算払 □前金払  令和  年 月 日 令和 年 月 日 

 

納 入 義 務 者 

住 所 
 

氏 名 
 

摘要  

 戻入年月日 確認印 

 

令和 年 月 日 
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様式第９ 号（ 第 11 条関係）  
 

 

印 

 

 

 

 

 

 

 

誤 払 金 等 請 求 書 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

 

納入義務者名 様 

 

 

 

公益財団法人かがわ産業支援財団 

事務局長 名 

 

 

 

令和 年 月 日に当職から支払いした経費のうち過渡し（ 誤払い） 

となった経費について、下記のとおり請求します。 

 

                    記 

 

１ 経 費 の 内 容： 

２ 請 求 の 理 由： 

３ 請 求 金 額：￥ － 

既 支 払 額：￥ － 

正当支払額： ￥ － 

差引請求額： ￥ － 

４ 納 入 先 口 座： 口座名義人    

  銀行   支店 

預金種別   口座番号   

５ 納 入 期 限： 令和 年 月 日 



17 

様式第 10 号（ 第 17 条関係）  
 

 

 

 

競争的資金（直接経費）による雇用伺 

次のとおり研究に係る補助員を雇用してよろしいか。  

令和  年  月  日 

理事長 
事務 

局長 
部長 

経理 

担当者 

研究代表（分担）者 

所 属 

職・氏名                          ㊞ 
    

研 究 種 目 名 
 

課 題 番 号 
 

 
雇
用
予
定
者 

 氏  名 （ 男・ 女） 

生年月日 年   月   日  （    歳）  

 住  所 
 

雇 用 期 間 令和  年 月 日 ～ 令和  年 月 日 

賃 金 単 価 円／ 日・ 時 

雇用条件 

 

勤務内容 

 

備  考 

 



 

 

様式第 11 号（第 17 条関係） 

 

（ 出 勤 簿 ） 

 

令和 年 番
号 

 
職 

 氏
名 

  

日 

 

月 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 出 

 

張 

特 

 

休 

年 

 

休 

病 

 

休 

欠 

 

勤 

そ

の

他 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 
 

１ 
休 休 休   休       休  休        

   休       休      

 

２ 

  休       休             

休       休         

 

３ 

  休       休             

休    休   休       休  

 
 

４ 

      休       休         

    休       休 休    

 

５ 

  休  休       休           

  休       休       

 
 

６ 

 休       休       休       

      休       休   

 

 


